
はじめに

韓国では，「平和教育」という用語さえ使う

のが難しい状況が長く続いてきた。その原因の

一つは，南北分断という現実に基づいて形成さ

れた国家安全保障の論理と軍事均衡のイデオロ

ギーによって，軍事支配と軍国主義的文化への

批判や，構造的暴力への批判的認識，非暴力抵

抗の運動を育てる教育などを論じることをタブ
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ー視する傾向があったからである。実際，平和

教育の研究が本格化したのは民主化運動が発展

し，その影響力が大きくなった１９８０年代の後半

からである。

なお，本論考では，「平和教育」を，学校のカ

リキュラムの中で行われる文字通りの平和教育

という狭い意味に限定していない。平和は，戦

争がないという狭い意味で捉えることはできな

い。平和は，個人的な関係や家族や社会，政治

など，より広い実践領域全体で暴力と抑圧が存

在しないことと理解すべきであり，そのように

捉えるならば，平和教育は，戦争の撲滅だけで＊立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程
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韓国は南北分断という歴史的苦痛と政治・社会構造における矛盾と困難を抱えており，そのことが
様々な非平和的現象を生み出している。しかし，そのような困難の中でも，韓国では民衆の民主化要
求の高まりの中で軍事独裁政権が倒され民主政府のもとで社会の民主的変革が進められてきた。韓国
では旧政権の支配基盤に対抗する民主化運動がこれらの変革を支えてきた。こうした実践的運動と連
携しながら，教育においても大きな改革が行われ，平和教育の促進の必要性を主張する動きも生ま
れ，政府の教育政策にも影響を与え一定の前進を生み出してきた。このような状況で，筆者は，民主
化運動に参加してきた自らの体験から，そして教育者としての経験を通じて，教育のあり方が人間の
生き方に重要な影響を与えることを確信し，そこから平和教育の重要性を認識するに至った。
本稿では，韓国の民主化の過程で平和教育がどのような考えのもとでどのような教育実践を生み出

してきたのかその概略を紹介し，あわせてその問題点について韓国内部でなされている議論に即しな
がら論じていきたい。以下では，韓国で展開されてきた，統一教育，人権教育，民主市民教育の分野
を平和教育の実践としてとらえ返し，その歴史的展開を素描しつつ，それらがどのような成果と問題
点を抱えているか，その現状と課題について筆者なりの視点から検討する。

キーワード：平和教育，人権教育，民主市民教育，平和志向的統一教育，国家人権委員会，平和能
力，コンフリクト解決，批判的思考，非暴力



はなく，社会全般における暴力的状況の廃絶と

いう目標に接近する教育的努力全般として理解

されなければならない。したがって，学校での

平和教育は非暴力的で民主的かつ批判的な思考

を育成するという観点から，特定教科の問題で

はなく，あらゆる教科の教育方法や学校運営に

も生かされるものであり，また学校を超えて家

庭教育や社会教育，そして様々な自主的社会運

動団体が進める民主主義的な人間関係や社会関

係を促進する活動の中にも位置づけられるもの

である。こうした観点から，本稿では，韓国で

進められてきた「平和教育」としては，主とし

て，「統一教育」，「人権教育」，「民主市民教育」

の展開の中にこれを探り出すことができると考

えている。実際，このような平和教育の位置づ

けは，韓国の民主化運動とともに平和教育を進

めてきた人々自身の位置づけでもある。ここで

は，上記三つの教育分野でどのような議論がな

されどのような実践が進められてきたのか，い

くつかの事例に触れながら紹介し，その現状と

課題について，韓国で一般的に論じられている

事実に基づいて考察する。

１．韓国における平和教育研究の歴史的展開

１１９８０年代の平和教育研究
韓国の１９８０年代は，変革運動が活発した成長

期であった。この時期は，社会に対する批判的

意識が形成され，政治的参加の能力を強調する

解放の政治的高揚期であった。特に民主化運

動，統一運動，階級・階層運動（新社会運動）

のような流れは韓国の学問研究に大きな影響を

与えた。この時期は，特に，教育運動（真の人

間教育）が発展し，民衆教育論が活発に論議さ

れた。同時にヨーロッパで平和研究について学
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んだ研究者によって，西欧の「批判的教育学

（criticalpedagogy）」が導入され，平和教育に

関する理論構築に向けて本格的な取り組みが開

始された。

１９８０年代の平和教育研究の傾向は，主に西欧

の平和理論の導入と紹介が中心であった１）。平

和と平和教育の概念をめぐる論議，西欧の平和

教育理論の導入，西欧の平和教育発達史の概観

などが，この時期の研究の特徴であった。特

に，ドイツの批判的平和理論２）に影響を受けた

ため，平和教育研究の参考文献はドイツのもの

が多かった。韓国の教育学で平和教育という言

葉が本格的に使用されたのは，ヘルマン・レオ

スの著書を翻訳したキム・コンハンの「平和教

育学」であった３）。

その後，韓国における平和教育の論議が本格

化したが，その契機を作ったのは，オ・インタ

ク（１９８６，１９８７，１９８８）の研究である４）。彼は，

「青少年教育における平和問題」で「ユネスコ

の国際理解教育」と「批判的平和教育」を紹介

したうえで，韓国の非平和的な教育環境（競争

中心の教育，愛国心の教育，国家主義教育，個

人主義教育など）を分析し，平和教育を「平和

能力（peacecapacity：平和を創造しうる能

力）」の教育であり，平和意識の教育のみなら

ず，平和活動の教育であるとしてその概念を拡

張させた。さらに，非平和的現象や暴力的要素

を最小化する過程としての平和教育の内容を提

示した。

また，キム・チョンハン（１９８８）は５），「平和

教育学の理論と課題」でキリスト教，仏教，老

荘の平和論とカントの永久平和論，絶対平和主

義などを検討し，西欧の伝統的，批判的平和教

育だけではなく，アメリカのキング牧師の非暴

力抵抗の思想と韓国の３・１運動（１９１９年）の



非暴力抵抗の精神を結びつけた平和教育のモデ

ルを提示した。

しかし，１９８０年代の平和教育の論議は大部分

の研究がドイツの教育研究や西欧の平和研究を

中心にした紹介にとどまり，平和教育の理念を

韓国の教育の現実に適用する具体的な論議へと

発展させる段階には至らなかった。

２１９９０年代の平和教育研究
１９９０年代に入ってから，「生活の政治（political

oflife）」６）が教育の新たな課題となり，日常的

な生活の現実に基づく教育方法が実践された。

この時期には，平和教育は実際の学校現場にか

かわるアプローチの方法を提示するまでになっ

た。

１９９０年以降の平和教育では，平和の概念と哲

学に関して，「批判的平和教育（criticalpeace

education）」７）の観点から考察されるようにな

った。チェ・カンキョン（１９９６）は，「平和と平

和教育」で平和の語源の探求や概念的分析なら

びに平和の本質定義を論じ，平和教育とは，教

育目的においては平和のための教育であり，教

育内容においては平和に関する教育であり，教

育方法においては平和を通じた教育，そして教

育理念においては平和の人を育てる教育である

と定式化した８）。

この時期の平和教育の概念に関する研究とし

ては，他に，チョン・ヨンス（１９９３）の「平和教

育の課題と展望」と「平和教育の理論と実践」

を挙げることができる。彼は，それらの論文

で，人間の基本権と生命を尊重し，生活の全て

の領域から非平和的な要因を取り除く能力を養

うことの重要性について述べている９）。また，

コ・ビョンホン（１９９４）の「平和教育の性格に

関する研究」では，平和教育は政治教育と価値
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教育という性格を本来的に持っているというこ

とを強調している１０）。パク・ボヨン（１９９８）の

「韓国における平和教育実践のための理論的基

礎」では，平和教育理論の内容について検討

し，韓国の現在状況で要求される平和教育の概

念を定義し，平和教育の構成要素と内容を総括

して，全教科として平和教育を展開する必要性

を述べている１１）。

また，１９９０年代には，乳幼児期と児童期にお

ける平和教育のための研究も始まった。その一

つとして，ハン・ヘスク（１９９５）は，「児童への

平和教育の内容に関する研究」で教師たちの平

和教育の実行に対する関心を調査し，「平和教

育に関する教師の要求はいかなるものか」とい

う課題を設定した。教師たちへの調査を通じ

て，基本的な生活習慣が形成される乳幼児から

実践できる教育内容を検討した。そこでは自然

との関係を重視すべきことが強調され，また，

小学校の児童の場合は，人間関係を強調すべき

であることが主張されている。

３２０００年代の平和教育研究
２０００年代は，政治的民主主義が制度化されて

いく過程であり，ある程度の平和教育政策と平

和研究に関する支援が韓国政府を中心に公的に

行われるようになった。さらに，この時期から

平和研究や平和教育に関する論文や文献が増加

しはじめた。

カン・チョン（２０００）は，「現代平和教育の理

論とその実践方法に関する研究」において，韓

国の青少年の平和教育の実態と課題を分析し，

具体的な実践方法を模索した。韓国の平和教育

の実態をみると，まだ，政治的制度と社会文化

的環境が整っていないため，全般的に平和教育

に関する認識がとぼしく，学校での国際理解教



育や統一教育関連の教科は，大体において，戦

争不在，直接的・物理的暴力の不在にのみ焦点

をあわせた消極的平和観（negativepeace）に

とどまる傾向があり，平和教育の実践事例は規

模が小さく，活性化されていないのが実状であ

ることを指摘した。さらに彼は，青少年の意識

と生活に関する調査を通じて，人と人とのコン

フリクトの問題が大変深刻であること，競争中

心の教育風土が学校の校内暴力として作用して

いるという事実があり，攻撃的な暴力性の問題

の解決と平和教育に対する無関心の克服が緊急

の課題であると述べている。

この時期の平和教育研究は，平和教育の理論

と実践方法において，社会制度や教育環境の改

善というマクロ次元と，個人の意識と態度の改

善というミクロ次元が並行して進められるべき

であるという観点で研究が展開されたといえ

る。

２．韓国における平和教育の定義と教育分野と
の関連性

平和教育は，非平和的な諸問題を解決するた

めの実践的な課題に教育的にかかわる活動であ

る。そこで，韓国の進歩的な知識人・教育者・

平和活動家たちによって，韓国において，どの

ような非平和的現象・問題があるとされている

かをみてみると，概略以下のようなことが主張

されている。まず，政治経済的側面では，日本

帝国の植民地支配の残滓，民族分断，軍部独

裁，財閥中心の経済政策，新自由主義政策など

が挙げられている。さらに，対人心理的側面で

は，自民族に対する卑下意識と偏狭な愛国心，

排他的民族主義の意識，対北敵対感情と偏見，

普遍的兄弟愛の欠如と弱肉強食意識，人権蹂
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躙，物質万能主義，競争的差別意識などが指摘

されている。社会文化的側面では，強大国の力

に依存し従属する事大主義，反共イデオロギ

ー，戦争観の二重性（ダブルスタンダード）１２），

位階的序列文化，地縁・血縁・学閥中心の文

化，軍事文化，物質万能の差別的社会文化，外

国人労働者や障害者などの弱者差別，貧富の格

差による暴力性などが取り上げられている。こ

れらの諸問題が非平和的構造を形作り再生産し

ているとすれば，韓国の平和教育は，基本的に

は，これらの状況全体を変える教育的営みとみ

なすことができるだろう。

以下では，平和教育の必要性を主張する様々

な学者たちが論じた平和教育の定義について，

概略的に検討するなかで，平和教育をどのよう

に理解すべきか，また，それとの関係で韓国で

行われている平和教育をどのような教育分野の

うちに位置づけているのかをみていきたい。

１韓国の平和教育の定義
韓国における平和教育の定義についてみる

と，平和教育は，様々な学者たちにより多様に

定義されてきたが，その代表的な例としてオ・

インタク（１９８８）の説が挙げられる。彼は，「平

和教育は，平和に関する知識を伝える教育であ

り，平和を創り出しうる信念と能力を育てる教

育であり，実際に平和運動に参加する人を育む

教育であるという３重の属性を持っている」と

定義している１３）。

イ・サンヨル（１９９１）は，「平和意識開発と平

和教育」で，平和教育とは根本的に自分と違う

人々がいかにしてともに生きるかを意識化させ

る教育であり，同時に，存在する葛藤関係なら

びに攻撃性や排他性を，暴力ではなく対話と和

解すなわち合意を通じて平和的に解決させる教



育であると論じた１４）。

キム・チョンハン（１９９５）は，平和教育を

「人類の永遠の理想である平和を実現しようと

する教育であり（目的），平和を破壊する攻撃

性，暴力性，葛藤，偏見などを克服するために

助け合う個人，社会，自然，地球次元における

教育課程を（内容），歴史意識の培養，社会改革

への参加意識の高揚，苦難への共同参加などを

通じて（方法），全ての市民と教師が全ての教

科，全ての教育の現場で全ての人たちを対象に

展開する一連の統合的教育であり（体制），人

類が解決していくべき最も重要であり，緊急な

教育課題（必要性）である」とみなしていた１５）。

カン・スンウォン（２０００）によると，平和教

育は「戦争，暴力，貧困，抑圧および差別など，

人間の生と社会的生活に加えられる危険に関す

る知識を学び，悟ることによって，非暴力的方

法を通じて社会的・個人的態度および価値の変

化を生み出す教育であるといえる」と述べ

た１６）。

上で示した各種の平和教育の定義を踏まえて

みると，韓国における平和教育とは何かについ

ての議論は，次のようにまとめられるであろ

う。第一に，平和教育は，平和に関する教育

（educationaboutpeace）（知識），平和のため

の教育（educationforpeace）（平和能力），平

和を通じる教育（educationthroughpeace）

（方法・行為）であると定式化できる。第二

に，平和教育は，「意識化教育（educationfor

consciousness）」，あるいは「問題提起の教育

（problem-posingeducation）」１７）であり，韓国の

非平和的現実を自覚し，特に，朝鮮半島の統一

のための平和意識の開発を推進することである

といえるであろう。第三に，平和教育は，平和

を創り出す主体を養成するための教育であるた
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め，教育の目的，内容，方法は平和とはなにか

についての理念的な認識に基づいて行うもので

ある。さらに，それは，あらゆる構造的暴力の

克服を目指すというその性格から，全ての教育

に平和教育の必要性を強調し，総合的な教育と

しての教育体制を志向するものであるといえ

る。第四に，平和教育は，消極的平和（negative

peace）から積極的平和（positivepeace）への

移行のための教育であり，平和教育の知識・態

度・価値を全ての教育において追及するような

包括的な観点を有するものであるといえる。

２平和教育と三つの教育分野との関連性
韓国における平和教育研究では，戦争をはじ

めとしたあらゆる種類の非平和的現状に対する

無関心と無感覚を克服し，平和能力を育てる教

育に関する研究だけではなく，韓国に特殊な状

況である民族分断を克服するための教育に関す

る研究も進められてきた。このような研究との

関係でみると，韓国の平和教育は，韓国の特殊

な状況から生み出された独特な教育分野に，す

なわち「統一教育」，「人権教育」，「民主市民教

育」の内部において展開されてきていると言え

るのである。

ここで，まず，平和教育と統一教育との関連

性について考えてみる。朝鮮半島の分断状況

は，他の何よりも非平和・暴力を惹起させる要

因である。朝鮮半島は同じ言語を使用する一つ

の民族間の隔離と緊張とが，さまざまな構造的

暴力を引き起こしている。そのため，平和統一

を準備することは，朝鮮半島の平和的未来を準

備することと緊密に結び付いているのである。

こうして，平和統一は政治的課題であると同時

に，教育的課題としてもとらえられるのであ

る１８）。したがって，統一教育は，分断による非



平和・暴力を克復してゆく平和教育の契機とし

て位置づけることが可能となっているのであ

る。韓国では，実際に「平和志向的統一教育」

という用語も定着し，統一教育を積極的平和の

観点でとらえる考え方へと大きく変化してきて

いる。

次に，平和教育と人権教育との関連性につい

てみてみよう。平和は，全ての人が人間として

の尊厳を保障されるとともに，すべての人が他

人の尊厳を尊重することから生み出される。し

かし，韓国社会のみならず，全地球的に弱者や

少数者に対する人権の侵害が深刻な問題を提起

しているし，資源と富の不平等な分配によって

基本的な生存さえも保障されない人々の数が減

っていないどころか増加の傾向さえ示してい

る。さまざまな社会領域で人間の尊厳を無視す

る行為が頻繁に起きている。多層的な人権の侵

害は抑圧と非平和の構造的暴力を作り出す。人

権が保障されない状態で平和は存在しないし，

人権の保障は平和的な関係の基本的前提とな

る。そのために平和教育は，非平和的状況を克

服するためにも人権に関する教育のなかに積極

的に位置づけていくべきである。さらに，平和

教育において，人々が自分の生活に即して人権

侵害の事例について自ら問題提起し，悩みと対

立・葛藤を自分の言語を用いて表現し，それに

対する積極的な対応を模索していけるようにす

ることが必要である。

このような経験によって，人々が自らと他者

の人権問題に対する感受性を内面化するための

出発点とすることができるからである。

次に，平和教育と民主市民教育の関連性につ

いてみる。ここでも，構造的暴力を取り除くた

めの平和教育の一つの事例として，民主市民教

育を取り上げることができる１９）。平和教育で
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は，特に，民主主義は重要な要素になってい

る。例えば，デビット・ヘルドによれば，民主

主義に関する要素は次のようなものと考えられ

ている２０）。①人々が自分の潜在性を啓発し，自

分を表現しうる状況を創出する。②政治的権威

と強圧的権力の恣意的な乱用から保護する。③

人々が自分の社会活動が成り立つ条件を決定し

参加する。④使用可能な資源を開発しうる経済

的機会が広がる。さらに，平和教育において，

民主市民教育は，表現の自由を実現し，討論を

通じる民主主義の方法を獲得し，対話を重視

し，政治能力を強化（政治的判断力）すること

に重要な役割を果たすことができ，さらに，コ

ンフリクト問題の平和的解決方法の一つとして

活用しうるからである。

このような関連性に基づいて，以下では，韓

国で，上記の三つの教育分野においてどのよう

な議論がなされ，どのような実践が進められて

きたか，論じていくことにしたい。

３．韓国における平和教育の実態

１統一教育
韓国では，１９９０年代末ころから，平和教育の

大きな軸として統一教育が実践されるようにな

ってきた（ただし，２００８年からイ・ミョンバク

政権成立後急速な反動化の動きが強まっている

が，その帰趨は今なお不明であり，ここではあ

えて触れていない）。韓国における統一教育の

歴史的展開を見ると２１），１９５０年代から１９７０年代

まで（米軍政から「第４次教育課程」まで）の

イ・スンマン政権とパク・チョンヒの軍事独裁

政権時代では，反共教育がその中心であった。

その時期の反共教育には次のような特徴があ

る。まず，なによりもそれは，イデオロギー教



育を中心にしており，統一というよりも反共と

国家安全保障がその中心的内容であった。そこ

では，北朝鮮に対する客観的認識よりも体制の

虚構性と好戦性を強調し，対決意識と対北敵愾

心を育む一方的な批判がなされた２２）。つまり，

この時期の反共教育は，強い冷戦意識による

「黒白論理」（イデオロギー的で単純な敵味方の

論理）の中で北朝鮮の理念および体制的限界と

矛盾を批判し，北朝鮮の体制を根本的に否定す

る一方，韓国の理念と体制の正当性を強調し，

これに対する信念を内面化させることが目的と

されていた。

１９８０年代のジョン・ドファン政権とノ・テウ

政権時代の「第５次教育課程」の改正によっ

て，極端にイデオロギー的な反共教育はやや軟

化し，共産主義体制に対する合理的な批判と自

由民主主義体制の優越性，民主市民精神の高さ

などを中心にした「統一安保教育」へとその内

容と位置づけを変えた。しかし，この時点で

も，反共，反ソイデオロギーは基底に置かれて

おり，非平和的な敵対意識の拡大をはかるとい

う基本性格はそのままであり，そのうえに中央

統制的で画一的な教育課程と教育政策，受験中

心の教育環境などが，韓国の平和教育の形成に

否定的影響を及ぼしていた。その後，１９９０年代

に入ってからキム・ヨンサム政権時代では，国

内外の政治・社会的環境が変化するなかで，

「第６次教育課程改正」において「統一安保教

育」を「統一教育」へと修正した。これは，統

一以後の民族共同体の形成のために準備すべき

であるという考え方に基づいている。１９９８年に

政府機関の「統一部」が発表した「統一教育の

基本方向」において，統一教育とは自由民主主

義に関する信念と民族共同体意識に基づく統一

を成し遂げるために必要な価値観と態度の涵養
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を目的とする，と述べられていた。このよう

に，それまでの統一教育は安保意識の強化を目

標として，敵と味方，あるいは共産主義と資本

主義のイデオロギー的な二分法的論理を用い

て，北朝鮮の人たちを他の外国人より遠い異邦

人として考えてしまうという問題があった。

しかし，１９９９年に「統一教育支援法」が制定

されて以来，キム・デジュン政権の時代から

は，「第７次教育課程改正」において，統一教育

の新たなパラダイムに関する学問的論議が活性

化した。そのなかで，これからの統一教育は，

朝鮮半島での戦争を防ぎ，平和的方法による平

和的な統一を成し遂げるための教育であり，北

朝鮮の人たちとも共に生きる方法を学ぶものに

しなければならないという考え方が打ち出され

るようになった。例えば，ハン・マンギル

（２００１）は，統一教育は統一より平和共存に焦

点をあわせるべきであり，教育の内容も体制

的・理念的内容よりも社会・文化的内容（民族

同質性文化の強調）に焦点をあわせるべきであ

ると主張した２３）。

このような新しい動向が生まれるなかで，

２０００年以後は，統一教育の新たなパラダイムに

平和主義に基づいた教育を統一教育に接合させ

るべきであるとする論議が活発化した。特に，

政府や統一運動を進めている市民団体は，南北

和解協力の時代の国民意識の変化を促進するた

めに，国民の平和意識の強化方法について関心

をよせるようになった２４）。

政府機関の一つである「統一部」２５）は２００７年

の「統一教育の基本的方向」において，平和共

存時代を志向する平和教育の強化と将来の統一

に備える和解と寛容の実践的能力を高めるため

に，国民的合意の基盤を形成する統一教育の機

能強化ならびに地域特性に合わせた統一教育の



拡大，などの方針を定めた２６）。そこでは，特

に，南北協力および平和の定着に寄与する平和

教育を制度化する方向の推進策を最優先課題と

して選定するとし，統一教育において平和教育

的観点を積極的に受容しようとする意志を示し

ている。つまり，朝鮮半島の平和的統一を進め

るには，まず，平和定着過程を設定すべきであ

り，この過程は，相互対話と協力，相手に対す

る承認と尊重，互いの相違を受容することが重

要であり，寛容のための実践的行為に関する練

習過程を通じて，互いを差別せず，同等な主体

として互いを尊重するなかで，共存共栄する民

族共同体の同質性と文化的体験の共同を進める

ことが必要となる２７）。このようにみるとき，統

一教育は，偏見解消，相互尊重，差異の受容，

コンフリクト（対立・葛藤）の解決，南北文化

の共存，差別意識の解消，妥協と譲歩の受容な

どの価値と規範を内面化する平和教育的アプロ

ーチと結びつくことになる。

こうして，この時期には「平和志向的統一教

育」２８）なるものが打ち出され，平和志向的統一

教育をめぐる論議のなかで二つの立場が形成さ

れた。一つは，統一教育学者たちの内的な自省

の念に依拠したもので，既存の統一教育を見直
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し活性化させるためには，平和教育的な内容と

方法を統一教育に導入する必要性があるという

主張である。もう一つは，平和教育学者たちの

外的批判として主張されたもので，平和教育が

統一教育に多くの示唆を与えることができるの

だから，統一教育は平和教育的観点を採択すべ

きであるというものである。

このように統一教育の内部と外部両方から，

ともに平和教育と統一教育の密接な相互的関連

性があることに注目する動きが生まれることに

なる。チェン・ヒョンベクとキム・チョンス

は，このような立場からみた平和志向的統一教

育の目標を知識理解，思考判断の機能，関心・

意欲態度と価値に区分して，整理した。その内

容は，次の表のようにまとめられる。

このように，平和志向的統一教育は平和主

義，多文化主義（南北分断の体制によって生じ

た異質な文化現象を理解すること，例えば，社

会主義文化と資本主義文化の理解），非暴力主

義，開かれた民族主義の哲学に関する理解に基

づいて，その教育観を確立することになる２９）。

この場合，平和教育で強調される，対立的な

利害の調整能力と共存能力を育むことが何より

も必要とされることになる。共存能力とは，統

表１ 平和志向的統一教育の目標

代表的統一教育の目標目標領域

統一の必要性・重要性，平和の概念および平和阻害の要因に対する認識，平和文化の重要性に
関する知識，北朝鮮に関する客観的な理解，民族共同体の重要性に対する理解，統一環境に関
する理解，南北朝鮮の平和現実に関する理解，人間安全保障に関する知識，非暴力の重要性に
対する理解，南北朝鮮の統一努力に対する理解

知識

統一問題に対する判断能力，批判的・反省的思考の機能，平和的方法によるコンフリクト解決
の能力，集団的相互作用および社会参加の能力，合理的意思決定の能力，対話・討論・妥協的
機能の重視，平和的想像力，共感および他者の役割を受け入れる能力

機能

協同・開放性・寛容，民族共同体の意識，生命と非暴力の尊重，グローバルな視野と関心，平
和と統一に対するビジョン，尊重と責任

価値・態度

（チョン・ヒョンベク・キム・チョンス著『平和志向的統一教育の理解』，ソウル：統一部統一教育院，２００７年，
より作成）



一過程で南北朝鮮の人たちが日常的に交流する

なかで生じてくる可能性のある様々なコンフリ

クト（対立，葛藤）を非暴力的に解決する基本

能力である。

２人権教育
韓国における人権教育の経過についてみる

と，まず，１９９０年まで非民主的な社会構造的特

性により学校での人権教育は言及さえ難しい状

況であった３０）。１９９０年代の「第６次教育課程」

からの人権教育は，主に社会教科と道徳教科で

西欧の人権形成の歴史と人権概念の紹介水準で

あり，法的に規定された基本権と人間の尊厳性

という基本価値が主に扱われたが，具体的な人

権教育の内容は十分展開されず，実践的教育方

法は取り上げられなかった。代わりに，人権運

動の諸市民団体が人権教育に関する資料を作

り，実践的な活動を行ってきた３１）。

１９９９年以後，「第７次教育課程」から学校で

は，特別活動の授業時間を活用した人権教育が

始まり，人権教育のための教師の集い，社会教

科や道徳教科を中心にして人権教育研究会など

が作られ，人権教育の資料開発と授業方法を模

索する研究会もできるようになった。学校教科

としての「人権教科」は設けられなかったが，

学校の多様な教科と活動に人権教育の要素を取

り入れることも進められ，そのための人権教育

のガイドブックが必要とされるようになっ

た３２）。

その後，韓国で，人権教育が学校教育課程と

市民教育課程の中で具体化されたのは，キム・

デジュン政権のもと２００１年１１月に政府から独立

した機関である「国家人権委員会」３３）が設置さ

れた以降であるといえる。ここでは，韓国の人

権教育について平和教育との関連という視点か
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ら検討してみたい。「国家人権委員会」（２００４）

が提示した人権教育の定義は，基本的に「世界

人権宣言」（１９４８年）で提示された人権概念に

依拠したものであり，「人権教育」とは，人権に

関して理解を深める一連の教育的行為であると

定義された。そこでは，人権教育は「人間が持

つ基礎的で普遍的な権利として自分がもってい

る権利を知り，人権を尊重し保護するための行

動様式と技術，人権を尊重する態度の形成を同

時に求めるようにするための教育的努力」であ

ると述べられている３４）。上記の人権教育の考え

方は，既述のように，構造的暴力や文化的暴力

を含む非平和的状態を克服するという積極的平

和の実現に寄与するという意味で，広い意味で

平和教育の一環として位置づけることが可能な

ものである。

同委員会は，韓国における人権教育の必要性

について，次のように述べている３５）。韓国で

は，弱者と少数者，特に外国人労働者や障害者

に対する人権侵害・人権蹂躪問題は深刻である

が，この問題を解消するための体系的な教育は

まだ構成されておらず，人権教育を必要とする

様々な人権侵害の事態が増加している。こうし

て，学生たちが人権に対して理解するのは学校

よりも大衆メディアを通じて行われる場合が多

く，その意味で，人権教育の普及の必要性はま

すます緊急かつ重要になっている。

また，同委員会文書では，人権教育の理念と

目的について次のように述べている。人権は普

遍的な権利であるが，受動的に享受するもので

はなく，能動的に獲得するものである。人権意

識は，自分が持つことができる権利がどのよう

なものかを各人が知っていくところから始ま

る。普遍的権利であるといわれる人権も現実に

全ての人間に保障されているわけではない。人



権は，現にそれを侵害されている人々が自覚し

なければ実効的な意味を失う。つまり，人権は

それを侵害されている弱者たちが，自らが受け

ている抑圧・支配と差別の不当さを知り，自分

たちが何を要求すべきかを知ることが重要であ

り，それを助けるのが人権教育の目的である。

人権教育は自らの権利だけでなく，他人の人権

を考慮できるようにする必要がある。そのため

には，人権に対する正確な認識とそれに伴う責

任ある行動ができるようにしなければならな

い３６）。このような認識と行動を通じて，人々は

人権尊重社会の形成に参加するのであるが，そ

のことは，真に平和な社会を実現することと重

なるのである。なぜなら，平和とは，強制と恐

怖によって維持される沈黙の秩序ではなく，一

人一人の尊厳と基本的人権が尊重され，民族

的・文化的・宗教的アイデンティティが認めら

れ，尊重される状態を作り出していくこととし

て理解できるものだからである。

次に，小学校における人権教育の内容がどの

ようなものと考えられているのかを見てみるこ

とにする。国家人権委員会の小学校人権教育で

は３７），小学校人権教育の目標は，他人との関係

の中で人権を意識する基本的な生活態度，自分

の人権を積極的に保護し，他人の人権を尊重す

る基本姿勢を形成することであるとされてい

る。そして，人権問題の解決のためには，日常

生活から起きる簡単な問題を合理的に解決する

方法や現実的な積極的参加を学ぶことが必要で

ある。このような基本教育の構想から各学年の

人権教育の内容構成をより体系的に区分してい

る３８）。また，小学校の時期には，特に，認知的

な発達水準を考慮するとして，低学年（１年生

から３年生）には，人権の概念的知識の習得よ

りも，人権に関連した日常的な現象と子どもの
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経験を通じて人権的理解を可能にするように助

ける人権教育の初期学習の形態を考案する必要

があり，高学年（４年生から６年生）の場合は，

人権と関連する個人的な状況の理解や責任意識

に対する態度形成が可能な発達時期にふさわし

い内容が構成される必要があるとされている。

さらに，人権教育の教授方法についてみてみる

と，低学年は視聴覚資料（絵，写真，インター

ネット，NIE〈NewspaperInEducation〉など）

を活用して，ゲーム，遊び，演劇，グループ活

動，授業，現場体験などを教育実践の技法とし

て活用していることが特徴的である。さらに，

高学年はプロジェクト型の探求学習，インタビ

ュー，ブレインストーミング，討論式の授業な

どの技法を加えてプログラムを構成してい

る３９）。

次に，筆者自身が行った「国家人権委員会」

教育関係者への聞き取り調査を通じて人権教育

の実態について，より具体的にみてみよう４０）。

筆者は，人権教育を進める際の考え方について

当事者がどのように見ているかについて調査を

試みた。それによれば，人権教育では，認知的

知識的教育にとどまらず，実践的教育が重要で

あると強調していることが同委員会の考え方の

特色となっている。また，同委員会では，人権

の感受性訓練教育を基盤としたプログラムを作

成しており，人権教育のモデル学校を運営して

おり，教師向けの教育研修のプログラムも実施

している。ここでは，人権尊重の内容について

教育しているが，知識中心の教え方にならない

ように配慮しており，参加型学習の方法をとっ

ている。例えば，ゲーム形式の討論会，ロール

プレイングの方法をよく活用している。

さらに，学校の正規課程学習を中心にして

小・中・高等学校の人権教育の専門教材を作っ



ている４１）。また，学校教育で人権教育の理解を

得るためにその教材を配布している。この教材

は，人権教育が必要な教師たちに無料で資料配

布し，人権教育の研修場，学校にたいして裁量

活用（学校に裁量を任された特別活動）の時間

に利用できるように配っている。また，この間

の人権教育の取り組みの成果についてもインタ

ビューしたが，以下のように評価をしているこ

とがわかった。韓国における教育機関に人権教

育が導入されたことは大きな成果である。これ

によって，公務員指針の教育には人権教育が必

修となっており，警察官教育と軍隊教育にも人

権教育の必要性が強調され，人権教育の導入普

及が行われている。特に，人権意識が劣悪な分

野で教育資料を提供して，人権教育のための基

礎的条件を形成したことは前進である４２）。ま

た，現在，大学には人権教育公認センターや人

権教育研究センターが作られ，国家人権委員会

は大学に財政支援を行い，大学間のネットワー

ク構築，地域構築，専門的機関を設置するなど

の施策を行っている，ということであった４３）。

韓国の人権教育の特徴をみると，まず，人権

教育の組織体制が構築され，実践的側面が強い

ところが特徴の一つである。つまり，人権運動

市民団体（人権実践市民連帯や人権サランバン

など）と密接な関係を持って進めていることは

強みである。韓国では，社会運動的な性格を持

った教育活動が人権教育の主要要素になってい

る。また，人権教育の対象者の範囲の多様性に

合わせた教材開発を進めようとしていることも

注目すべき点であるといえよう。

３民主市民教育
韓国では，１９４５年から１９８０年代まで政府主導

の「国民倫理」あるいは「国民精神教育」のよ
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うな非民主的な市民教育が行われたが，軍事独

裁政権が崩壊し民主化が進められる中で，１９９０

年代から，政府と市民団体の主導による平和的

な観点を持つ「民主市民教育（democraticcivic

education）」４４）の課題がより自覚的に取り組ま

れるようになってきた。このような民主市民教

育の歴史的展開過程を以下のように第１期から

第４期に分けてみることができる４５）。

まず，第１期（１９４５年から１９６０年代初まで）

は，民主市民教育の胎動と反動の時期とみなさ

れる。この時期は，１９４５年８・１５の日本帝国か

らの植民地解放を契機とする国民の民主主義に

対する熱望とアメリカ式の民主主義が韓国の民

族的教育理念に混合され民主主義の胎動が生ま

れたが，やがて朝鮮戦争と南北緊張，抑圧的軍

事体制が進行するなかで反共国民意識の涵養が

めざされた時期であった。特に，この時期の教

育は，国家に対する忠誠心や愛国心の涵養を目

的とし，国民一人ひとりを民主市民として育成

するよりは，支配権力の体制維持に協力する忠

良な「市民」を育成することに焦点が合わせら

れた４６）。この教育は本来の意味の「民主市民教

育」ではなく，「国民倫理」・「国民精神教育」４７）

のようなものであり，政府主導の教育政策とし

て構成され，推進されたものである。

第２期（１９６０年代から１９８０年代後半まで）

は，民主市民教育の葛藤期とされる。この時期

は，１９６０年４．１９民衆革命を通じて，イ・スン

マン独裁政権を打倒したが，パク・チョンヒ

は，１９６１年５・１６軍事クーデターを起こし政権

を掌握してから，１９７２年１０月維新体制で軍事独

裁政権下の非民主的・暴力的な政治状況を作っ

てきた。ところが，１９７９年維新政権の崩壊と新

軍部のジョン・ドファン政権の登場および権威

主義的な政権の再支配を繰り返しつつ，画一的



な国家主義的政治教育が強化された。特に，こ

の時期は，「国民教育憲章」が作られ，国民倫

理・国民精神教育を中心にした教育が行われ

た。

しかし，このような民主主義の危機ないし政

治的混乱の状態でも，良心的な在野知識人，民

族学校，青年学校および各種市民団体による民

主化運動を中心にして新たな民主市民教育の契

機が発展していくことになった。つまり，この

時期は，政府主導の「国民教育」と市民主導の

自律的な「市民教育」が同時に共存し対立した

時期であったといえる。

第３期（１９９０年代から２００２年まで）は，民主

市民教育の制度化を推進した時期である。１９９０

年代は民主主義運動の成果を通じ，軍部政権で

はなく，文民政権（キム・ヨンサム政権）が作

られた。この時期は，学問的な市民社会の論争

とともに多くの市民団体が推進した各種の民主

市民教育（環境教育，消費者教育，民主主義教

育，経済教育，政治教育の分野などを含む）が

本格化された。また，１９９５年に「韓国民主市民

教育学会」４８）が設立され，「民主市民教育関連

法案（民主市民教育支援方案）」を第１５代の国

会に提出して制度化しようとする努力が行われ

たが，結局，学会および市民団体間の一致した

制度化法案を確定する合意には至らなかった。

１９９７年には，学者たちが中心となって「民主市

民教育支援法案」を与野党の議員５２名による議

員発議として国会運営委員会に上程したが，国

会の任期満了によって自動廃案となってしまっ

た４９）。この時期の特徴は，民主市民教育の多様

化が進み，政府主導から市民主導への動きが本

格化されたといえる。

ここで，この期に「民主市民教育」を推進し

てきた市民運動を活気づけた議論について簡単
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にみておきたい。キム・チョルホン（１９９６）

は，韓国における民主主義の完成は，政治的民

主主義を超え，日常生活の民主化を通じて成り

立つものであると主張している。毎日の生活領

域は民主主義の経験と教育を進める重要な場で

ある。なぜなら，人間と人間との関係はいかな

る関係でも権力関係を引き起こさせるものであ

り，そのような権力関係は不平等で権威主義的

な関係として構造化される可能性が常に内在し

ているからである。そうした問題の解決におい

て，民主主義がいかに機能するかが重要にな

る。従って，民主主義の問題は国家権力や財閥

の経済的支配力のような巨大権力に対抗する民

主主義の問題だけではなく，日常生活で遭遇す

る無数の「小権力（micro-power）」の民主化の

問題でもあると述べている５０）。こうして，民主

主義の領域は，単なる投票場や経済現場を越え

て，家庭，学校，諸団体，親密な人間関係など

生活の全領域に拡大されてとらえられることに

なった。つまり，国家領域，政治領域の民主化

のみならず，市民社会領域の民主化が重視さ

れ，民主市民教育の重要性が強調されていった

のである。

また，キム・チョルホンは，「秩序意識が過

度に強調され，民主市民という言葉で基礎的な

秩序意識の内面化だけが強調されると，秩序順

応的人間，つまり，既存の体制に順応的な人間

のみを育成することになりかねない。民主市民

教育という名前で基礎的な秩序と規範の遵守だ

けを強調する教育は，民主市民教育を『国民精

神教育』（軍国主義教育）へと変質させてしま

う傾向が高いのである」と主張している５１）。彼

の主張によれば，「民主市民」は，単に与えられ

た秩序に従うのではなく，自分が属する社会の

規範が正当なのかという疑問をいつも持ち，民



主主義規範の確立と履行を要求しうる積極的で

批判的な姿勢が必要だということになる。この

ような合理的批判的思考能力をもつ市民となる

とき，真の民主市民が形成され，彼らが導く社

会こそ積極的な民主社会になるのである。

第４期（２００３年から現在まで）は，民主市民

教育の制度的定着を推進する時期である。この

時期は，特に，中央選挙管理委員会の「選挙研

修院」が民主市民教育のための中心軸の役割を

担おうとした。ここで，民主市民教育の公的な

制度化のための「民主市民教育支援関連法案」

が非公式な形で準備されていった。さらに，ド

イツ連邦政治教育院と交流協力のための協定書

を締結することや民主市民教育関連の各種シン

ポジウムを開催するなど公式的な活動を強化し

ていった５２）。また，この時期には，「韓国民主

市民学会」が中心となって，市民団体─政治政

党（国会）─政府行政部などを含めた利害関係

者の領域を超える民主社会創設と民主市民教育

の推進のための包括的合意を作りあげようとい

う模索が開始された。つまり，これは多元化さ

れた民主社会の形成ために民主市民教育を推進

し，社会における葛藤・対立と論争の解決方法

について政府や市民団体間の包括的な合意を作

り上げようとするものである。２００５年から「市

民社会団体連帯会議」と「民主市民教育フォー

ラム」５３）が市民の民主的能力の涵養と市民社会

形成のための活動の一環として民主市民教育の

制度化のための独自法案を作って立法作業を進

めている。そのなかで，特に，民主市民教育の

制度化のための基本方向としていくつかの原則

が提示されている５４）。一つ目は，非党派的かつ

中立的，超政党的立場の原則である。これは，

市民教育が，国家に従属させられ，時の政府の

意のままに左右されたり，時の政権の正当化の
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ための道具として利用されないように，その教

育内容および方向を政権から独立させなければ

ならないという意味である。二つ目は，民主主

義の原則である。これは国家権力に対する無条

件的な服従ではなく，市民自らが対話と説得を

通じて民主主義の理念に基づいて問題を解決す

るという考え方を市民教育においても貫こうと

いうことである。つまり，市民教育では，自発

的な意識訓練を通じる意思決定と選択と批判の

開放性が容認される未来社会の建設をめざすの

である。三つ目は，参加の原則である。これ

は，民主市民教育は社会構造及び制度における

非民主的関係を明確にさせ，市民自ら政治的な

参加を行い，非民主的な状況に抗議し，抵抗し

うる批判的思考能力を培養するという基本的考

え方である。この場合，民主市民教育は社会参

加教育へ転換される。このような側面からみる

と，この教育は一般的な認知教育とは違って社

会認識の土台で積極的な参加を導くための実践

教育であるといえる。

さらに，最近，ホ・ヨンシクは（２００５年），韓

国の社会内にますます在韓外国人の数が増加し，

多文化社会に転換していく過程とグローバル化

が進行する中で，「地球市民（globalcitizen）」

としての教育内容と方法を民主市民教育のなか

に位置づけるべきことを主張している５５）。彼に

よれば，地球市民と民主市民教育は人類普遍の

価値を重視し，コスモポリタンの資質を涵養す

るべく人類の共同体意識を育成し，他者に対す

る排他性と閉鎖性を克服するようにするべきで

ある。これは，外国文化に対する寛容と理解，

伝統的な固有文化の自負心の高揚，世界人（a

citizenoftheworld）としての自覚の促進，お

よび創意，秩序，道徳，寛容倫理などを通じて，

個人たちが地球市民になるような教育がなされ



るべきであるという主張である。そこでは，２１

世紀の新たな未来の地球市民となる若者たちに

道徳的，知的な理解力を準備し教育することが

切実に要求され，さらに，平和志向的教育の必

要性が提起されている５６）。差別なく万人に対し

て市民的─政治的権利が保障され，社会経済的

権威的支配を克服するために，国際的権利章典

の精神が実現されるための民主市民教育を発展

させることが，国際的な平和のみならず，国内

的な平和を促進することになる，ということで

あった。

４．韓国における平和教育の成果と課題

以上，韓国の平和教育への取り組みを簡単に

みてきた。韓国は，南北分断と朝鮮戦争，そし

て，長く持続されてきた抑圧的な政治状況によ

り，反独裁ならびに民主化と構造的暴力を問題

にする「批判的平和教育」の主張は，利敵行為

や社会への反抗と不従順の意図に基づくものと

みなされがちであった。韓国では，８０年代以降

の民主化の過程で大きな変化を遂げ，前進を勝

ち取ってきたとはいえ，全般的には教育を通じ

て平和を実現させていこうとする方針も，その

ための議論もまだ十分に活性化されていないと

ころがあるといえる。そのため，まだ，国家の

公教育としての「平和教育」という授業科目や

専攻科目はなく，平和教育は，統一教育や人権

教育，民主市民教育の形を取って進められ，多

くの場合，まだ市民運動と一部の教育者たちの

努力に依存している状況にある。しかし，韓国

では，民主化運動を経験しながら，平和的な新

たな社会・未来を自ら創ろうとする意識や感覚

が形成されてきたといえる。以下では，第３章

で検討した三つの教育分野について平和教育と
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いう観点からその成果と問題点ならびに課題に

ついて論じたい。

１統一教育の成果と課題
統一教育における成果をみると，２０００年以

降，統一教育の新たなパラダイムとしての「平

和志向的な統一教育」によって，統一問題に対

する関心が高まるようになり，民族としての共

同体意識も高まった。政府主導的な統一事業に

よって民間経済・文化交流の統一活動が積極的

に推進され，南北関係が敵対的対立関係ではな

く，友好的，平和的関係のなかで北朝鮮の人た

ちと直接出会うという感覚が強められた。その

ため，北朝鮮の人たちとともに生きる教育方法

が行われたり，人道的次元で食糧支援や経済協

力が実行されたり，文化・スポーツの交流を通

して，同じ民族である共同体意識を高める契機

となっている。例えば，民間の社会教育機関が

取り組んでいる統一教育は，平和的な観点から

創意的な教育を試みている。中央大学の「南北

統合教室」では，体験学習（「統一仮想」および

現場体験学習）のみならず，討論式授業方法を

導入して受講者たちの自己主導的学習を誘導す

る試みがなされ，南北出身者が共同に参加した

社会生活体験，ともに生きる生き方などの仮想

体験プログラムを運営している。また，地域別

では，地域の祭りを企画して，統一文化のハン

マダン（一つの広場）を開催しながら，祭りの

ような間接的な統一教育を実施するところもあ

る５７）。こうした取り組みの中で，人々は，朝鮮

半島に平和を創り出すためには，何よりも南北

の平和統一を成し遂げることが一番重要な課題

であるという認識を共有するようになってきて

いるのである。

しかし，ここで，筆者が強調しておきたいの



は，とりわけ，韓国の統一教育が持つ大きな問

題点の一つとして，「反共教育」，「統一安保教

育」，「平和志向的統一教育」，そしてその成果

を覆そうとする最近のイ・ミョンバク政権の動

きのように，韓国では時の政治権力の方針に従

って統一教育の政策が変わるという不安定な状

況が克服されていないことである。平和志向的

統一教育では，ようやく平和教育と密接な連関

性を持つ統一教育の方向性が共有されつつあっ

たが，２００８年から新たな保守・右翼政権である

イ・ミョンバク政権により，統一教育の政策内

容が「反共・安保教育」に戻ってしまう危惧が

高まっている状況になっている。このように統

一教育は，特に主導的な政治集団のイデオロギ

ー的性向によって，教育の理念・内容と方向性

が変わりやすいという問題点を抱えているた

め，教育現場の教師たちにとって，一貫性ある

持続可能な教え方や教育方法を実行するのが難

しいという困難を余儀なくされている。この問

題の根本的な解決のためには，統一教育はたん

なる政治的課題ではなく，普遍的な意義をもっ

た原則的教育理念に基づいた教育的課題である

という認識が必要になっている。残念ながら，

韓国では，統一教育が持つべき平和統一につい

ての普遍的な価値に基づく哲学的思想的な議論

の深まりがなお国民的レベルのものになってい

ないといわなければならない。平和志向的統一

教育をより生かすためには，平和主義，非暴力

主義，多文化主義，開かれた民族主義のような

普遍的価値にたつ平和的視点に基づいて，統一

教育を確立することが必要とされていると考え

られる。

２人権教育の成果と課題
人権教育における成果をみると，政府の独立
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的な国家機構である「国家人権委員会」がつく

られ，そこが中心となって，韓国の教育機関に

人権教育が導入されたことは特筆に値する。そ

こでは，教育行政機関（教育委員会）や公務員，

教員の研修場で人権教育関連の研修プログラム

が展開され，そのための独自の教材開発などが

計画され実行されてきており，これと連携しな

がら人権教育関連の市民団体でも活発に教育プ

ログラムがつくられ実践方法が開発されてきて

いる。特に，人権教育が必要な場所で教育資料

を提供して人権促進のための基礎的条件を形成

したことは重要な成果である。このような人権

教育の多様化，活性化が韓国の人権教育の内実

を形成してきたといえるだろう。また，韓国の

人権教育は，人権運動市民団体と密接な関係を

持ち，社会運動的な実践的性格を持っているこ

とが特徴である。つまり，認知的・知識的な教

育だけではなく，実践的教育の重要性を認識し

た教育方法を導入していることは大きな成果で

あるといえる。

とはいえ，国家人権委員会の教育関係者への

インタビューによれば，韓国の人権教育の問題

点についてもいくつか指摘されている。第一

に，国家人権委員会は人権教育の内容，方法，

教育プログラムを作るための専門的な委員会を

持っていないという問題があるということであ

る５８）。このような問題を解決するための課題と

しては，人権教育を制度化するために国家人権

委員会が作った「人権教育法案（人権教育に関

する法律案）」５９）を成立させ，公的に施行させ

る必要があると考えられる。

第二に，同委員会では，まだ人権教育に対す

る体系的な評価システムを確立できていないの

で，人権教育の講義内容に対して，講義に対す

る満足度を評価する程度しかなしえていないと



いうことが指摘されている。この問題を解決す

るための課題としては，まず，専門的な視点か

らする評価の方向を提示することが必要であ

る６０）。例えば，人権教育課程の目標に関する理

解度を把握するためには，評価目標を具体化す

ること，評価項目を設定すること，評価用のツ

ールを製作して評価を実施すること，そして評

価結果を活用するようなシステムを確立する必

要があるだろう。

このような課題からみると，より体系的な人

権教育が行われるためには，国家人権委員会内

に教育専門委員会を設置して人権教育を担当す

る人材を育成し，人権教育の内容の充実とその

評価を持続的に遂行するような教育政策の支援

システムを確保することが重要な課題であると

考える。

３民主市民教育の成果と課題
韓国の民主市民社会の特徴は，西欧市民社会

と違って，資本主義よりは帝国主義や独裁政権

の権威主義に対する政治的闘争の過程で結社と

運動に支えられて抵抗的に形成されたところに

ある。特に，１９８７年６・１０民主化運動をきっか

けにして，「民主市民教育」という新たな教育

分野を開拓促進する取り組みが進められるよう

になったことがある。現在では，「民主市民教

育」は多様な国家機関と市民団体によって多様

な方法で営まれるようになっている６１）。学術団

体である「韓国民主市民教育学会」では学問研

究と並行して民主市民教育の実践モデルとして

大学生のリーダシップ訓練プログラムを運営し

ている６２）。このように，民主市民教育の運営が

国家機構，NGO，市民社会団体，学会など多彩

なかたちで展開されていることは，韓国の民主

市民教育の歴史的成果であるといえよう。
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しかし，実際には，まだ民主市民教育は十分

に制度化されているとはいえない。その原因の

一つとしては，法的認証をうけた「民主市民教

育機関」の設立・運営の形態を巡って意見が分

かれていることがあげられる。主要な争点は，

民主市民教育を統合する機関をどこに置くのか

（設立主体の問題），いかに設置するのか（設立

方法の問題）である。つまり国家主導型にする

のか，民間主導型にするのかという問題であ

り，施行主体とそれを支援する諸団体の連携を

どのように制度化するかという問題である６３）。

さらに，各教育機関の連携とその活動の活性化

の問題も議論されている。これは，教育の基本

計画と方向設定及び各種教材および教授法の開

発，研究，出版などをそれぞれどこが責任を負

い，また各団体がどのようにその遂行に関与す

るのかという問題である。これらの問題に最も

適切な道を見出すことが現在の課題となってい

る。

次に重要な課題は，予算確保と持続的な支援

の問題である。韓国では，これまでの歴史的過

程のなかで，政権が交替するたびごとに，政府

方針が転換し，予算確保の見通しが不透明にな

るということが繰り返されてきた。この問題を

解決するためには，支援法案を確立し，政府方

針の持続性の確保と予算の安定的な確保が見通

せるようにすることが重要な課題である６４）。こ

の問題は，支援法を制定し民主市民教育を制度

化する課題とも関連する問題であるが，民主市

民教育を憲法的価値のもとに位置づけ，しっか

りした普遍的な理念に支えられた制度のもとで

運営されるようにすることが求められているの

である。より根本的に民主市民教育が形成され

るためには，教育機関の運営上の効率的な次元

の議論を抜け出して，まず，社会の構造的暴力



を取り除くために，経済倫理や経済民主主義の

次元ならびに日常生活における社会倫理や職業

倫理の次元にまで視野を広げ，民主市民教育の

理念を平和の理念とも関係させて深く理解し，

市民教育を考えていくことが必要であるという

ことを筆者としては強調しておきたい。そのよ

うな視点にたって，包括的に制度化された多元

的なシステムを構築し，日常的な生活の現場で

市民が民主的市民としての行為を具体的に学ん

でいけるような体験学習と結びついた教育プロ

グラムを発展普及させていくことが重要である

といえる。

以上，社会の構造的暴力を取り除いていくた

めの平和教育という視点から，統一教育，人権

教育，民主市民教育という三つの教育分野につ

いて韓国の歴史的な展開と現状についてみてき

た。そこで特徴的なことは，特に，韓国におけ

る国家機関や市民団体が行っている平和教育の

様々な実践教育は，韓国の民主化運動と結びつ

いて促進されてきたという歴史的経過もあり，

大体において知識中心の内容よりも人権や民主

主義や平和を促進するという価値判断（価値志

向）の教育を中心にして構成されているといえ

る。同時に，その歴史的特徴は実践的な学習プ

ログラムを重視しているところにも現れている

といえる。各実践教育は，平和，人権，民主主

義という理念を日常的現実の中に具体化し，異

質な他者についての理解，多様性の承認，差別

と排除ではなく共存の暮らし，信頼と尊重，相

互理解などの価値に基づいて，実践的に学び訓

練することを目指している。例えば，青少年が

自ら調査，討論，対話，フィールドワーク，ゲ

ームなどを行いながら問題を解決し体験できる

学習方法を実施していることが特徴である。こ

の特徴は，韓国の歴史的過程と市民運動が生み

韓国における平和教育の現状と課題（金 惠玉） 83

出した成果であり，この成果をより生かして有

効な実践教育にすることが重要な課題であろ

う。

５．結論

以上，韓国における代表的な三つの教育分野

に関連する平和教育の特徴をみると，平和，統

一，非暴力，民主主義，人権，生命尊重，共同

体意識を重視しているといえる。とりわけ，韓

国の平和教育は，主に朝鮮半島の平和に脅威を

もたらす国内外の要因を批判的に分析し，これ

を非暴力的方法によって解決しうる方法を研究

し，究極的にともに生きていける共同体的価値

を形成できるようにする意識的な教育活動とし

て理解することができる。したがって，平和教

育の内容は，アメリカ中心のグローバル化戦略

をはじめとする不平等な国際関係，民族分断に

起因する南北間の問題と朝鮮戦争の克服，長い

軍部独裁による非平和的権威主義・軍事主義文

化，急激な経済成長中心の産業化や新自由主義

が生んだ貧富格差，地域差別，性差別，学歴差

別などの社会的コンフリクトを誘発する全ての

非平和的現象が主題となっている。こうして，

韓国における平和教育は，外国の平和研究に学

びながらも，歴史的実践に支えられた独自の経

験を生み，それらを統合しながらユニークな研

究と実践を生み出してきたといえる。

その中でも，韓国社会内での平和教育の論議

において特徴的なことは，南北分断の歴史を背

負うことで，何よりも「統一教育」と密接な関

係を持っている点である。韓国社会が南と北に

分断されていることは，社会領域に大きな影を

投げかけており，そこから韓国特有の多様な非

平和的な諸現象が派生する。平和教育は，こう



した韓国社会の非平和的諸現象に対する鋭く深

い分析を前提にして初めて現実的なものになる

といえよう６５）。例えば，南北朝鮮の対立による

戦争やテロなど物理的暴力の潜在的な脅威６６），

離散家族に対する人道的救済の問題，体制維持

と国家安全保障のために思想と活動の自由を抑

圧する状況，そこから生まれる非民主的な社会

的雰囲気と制約，全体的な緊張と不信，軍備拡

張と過渡な国防費の支出による資源の浪費と社

会福祉の貧困など無数の構造的暴力が指摘でき

る。このように，朝鮮半島内のあらゆる非平和

的現象が究極的には朝鮮半島の分断と直接・間

接に関連しているといえる。このように，朝鮮

半島の平和的発展のためには，分断体制の克服

という課題を解決することが重要な前提となっ

ていると考えられるのである。

第４章の平和教育の成果と課題で論じたよう

に，現在，まだ韓国は公式的な教育課程・教科

科目として体系的な平和教育を行っていない

が，数多くの試行錯誤を繰り返しながら，それ

らを持続的に評価しさらに実践の質を高めてい

くなかで，真に価値のある平和教育を形成して

いくことができるだろう。

最後に，韓国の平和教育は，現在の非平和的

問題を創造的に解決しうる能力と技術の習得を

通じ，平和な未来のあり方を問いかけるもので

ある。つまり，平和教育は過去志向型教育（反

共・安保中心のイデオロギー教育，国民精神教

育など）ではなく，未来志向型教育（平和志向

的教育の実践，平和共存の社会形成，地球の平

和作りなど）であるということを強調しておき

たい６７）。
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一教育院，２００４年参照。
２２） オ・イルハン著「統一教育の過去・現在・未

来」『政策科学研究』，１６（１），２００６年参照。
２３） ハン・マンギル著『統一教育の理論と実践』，

ソウル：教育科学社，２００１年，p.４０。
２４） パク・スンソン他著，「南北和解協力時代の

国民意識変化の推進方案」，ソウル：第２の建
国汎国民推進委員会，２００３年，p.１７３参照。平和
を作る女性会著『国内外平和教育の事例の統一
教育への適用方案研究』，ソウル：平和を作る
女性会，２００１年参照。

２５） 統一部（MinistryofUnification）は，１９６９年
３月に「国土統一院」から始まった，統一業務
を包括的に担当する中央行政機関である。主な
業務は，統一政策の策定，南北会談の総括（南
北対話を推進），南北間の経済・文化交流協力
の推進，北朝鮮への人道支援に関する政策の策
定，北朝鮮に関する情報収集・分析，統一教育
の実施，南北間の出入国管理などを担当してい
る。（http://www.unikorea.go.kr参照）

２６） 統一部著『２００７統一教育の基本計画』，ソウ
ル：統一部，２００７年，p.７-８参照。

２７） キム・ジス著「統一教育の延長線上でみた平
和教育の意義と限界」『教育批評』，１９号，２００５
年，p.２４２。

２８） チョン・ヒョンベク，キム・チョンス著『平
和志向的統一教育の理解』，ソウル：統一部統
一教育院，２００７年参照。

２９） 最近，「統一教育院」では，平和志向的統一教
育の内容としてコンフリクトの平和的解決と平
和意識を強調する平和教育，南北間の違いを認
めて北朝鮮をありのままに見る北朝鮮理解，南
北朝鮮の同質性を拡大発展させる民族共同体の
教育，利益の概念を導入した統一教育，国益の
次元で周辺情勢をみる情勢理解，開放と国際化
に向かう時代の流れの認識を考慮し，漸進的統
一の方法に関する説明などを示した。統一部統
一教育院著「平和と反映に向かう力強い前進」，
『第１６期統一教育委員の特別資料集』，２００７．
５，p.５５-６０参照。

３０） 国家人権委員会編『教師のための学校人権教
育の理解』，国家人権委員会，２００４年，p.３３-３５



参照。その原因は，歴史的要因としては日本帝
国の植民地統治，南北分断とイデオロギー闘
争，軍事独裁政権下の非民主的状況によって，
人権に対する基本的論議が不可能であったこ
と，社会文化的要因としては集団共同体意識と
儒教文化の影響によって個人の尊厳と自由に対
する論議が難しかったことが挙げられる。そし
て，教育現場の要因としては入試中心の競争的
学習構造の雰囲気と権威的な人間関係（教師と
生徒，先輩と後輩）によって，実践的な人権教
育は難しく，しかも，教師自らも人権に関する
認識と知識が不足していたからである。

３１） 人権教育を担当した団体は，人権運動サラン
バンの人権教育室，ユネスコ韓国委員会，人権
実践市民連帯の人権連帯教育センター，ダサン
人権センターなどである。その中で，「人権運
動サランバン」は，１９９３年に国内最初の人権専
門新聞「人権一日の便り」を創刊し，１９９５年か
らは人権教育ワークショップ，社会団体の人権
研修プログラム，各年齢別の人権キャンプ，子
どもと教師のための人権教育教材を発刊するな
どの活動を行っている。

３２） 前掲（３０），参照。
３３） 「国家人権委員会」は，人が人らしく生きる

ことを求めるために設立された独立機関であ
る。主な業務は，人権侵害及び差別された人た
ちを調査・救済し，人権に関する様々な法令及
び政策を検討し，改善を勧告する。さらに，人
権運動を行う市民団体および個人，人権と関連
する国際機構および外国の人権機構との交流・
協力を行っている。同委員会は，韓国の人権保
護文化の普及及び定着のために人権教育ならび
に広報活動を展開しており，人権教育の推進に
ついては最も中心的な役割を果たしている。国
家人権委員会は，「国家人権委員会法」（法律第
６４８１号，２００１，０５．２４制定，２００１，１１．２５施行）
によって，人権教育の法的根拠を備えた。２００３
年には韓国の代表的人権侵害として，性差別，
学閥差別，障害者差別，非正規職（派遣）差別，
外国人労働者差別を５大差別に選定し，積極的
差別是正措置の導入を国政課題として示した。

３４） 国家人権委員会編『教師のための学校人権教
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育の理解』，国家人権委員会，２００４年，p.１２-１３
参照。人権教育の定義をより具体的にみると，
人権に関する教育，人権のための教育，人権を
通じる教育について論じられる。要約すれば，
以下の通りである。人権は人間が持つ基本的権
利である。人権は人間が持つ普遍的権利であ
る。人権は弱者のための権利である。人権は責
任を伴う権利である。人権は個人と集団を包括
する権利である。人権は正当性の基準として国
家権力を取り除く。人権は社会変化を要求す
る。

３５） 前掲著，p.２０-２３参照。
３６） 「誰も他人の権利を踏みにじる権利はない

（世界人権宣言第３０条）」ということを，人権教
育を通じ知る必要がある。

３７） 国家人権委員会編『教師のための学校人権教
育の理解』，国家人権委員会，２００４年，p.５８-５９
参照。

３８） 例えば，各学年の人権教育主題と目標をみる
と，１学年は自分の周辺認識を主題にし，いい
子供，いい友達，いい学生になること，自ら安
全を守ることを目標にしている。２学年は，他
者尊重を主題にし，他人に被害を与えないこ
と，他人の意見を聞くことを目標にしている。
３学年は，公正・公平を主題にし，差別をしな
いこと，公平に規則を適用することを目標にし
ている。４学年は，個人の権利と義務を主題に
し，子どもの権利と責任意識を持つこと，個人
と集団の権利を認識することを目標にしてい
る。５学年は，感受性を主題にし，自分の人権
保護を認識すること，人権侵害に敏感となるこ
とを目標にしている。６学年は，寛容を主題に
し，差異に対し寛容であること，自分と他人の
人権を保護することを目標にしている。

３９） 国家人権委員会編「小学校の人権教育プログ
ラム」『誰にも幸福になる権利がある』，国家人
権委員会，２００５年。

４０） 国家人権委員会の学校教育チーム長である
「キム・チョルホン」へのインタビュー。
（２００７/０８/３０，１５:００-１７:００）

４１） 国家人権委員会編「中学校の人権教育のプロ
グラム」『人権，誰にとっても大切である』，国



家人権委員会，２００７年，「高等学校の人権教育
プログラム」『人即ち天（人権は誰でも平等で
ある）』，国家人権委員会，２００７年参照。

４２） 国家人権委員会編『警察の人権教育の方法』，
国家人権委員会，２００３年参照。

４３） 代表的な大学としては，聖公会大学と全南大
学が人権教育センターを設置，運営している。

４４） 「民主市民教育」という用語は韓国における
教育課程上の名称として定まった固有名詞であ
る。この用語は，韓国の特殊な歴史的過程に基
づいて政治民主主義教育と市民教育を組み合わ
せたものであり，韓国の特性に合わせて新たに
作られた用語である。

４５） チョン・チャンファ著「民主市民教育の制度
的方案─民主市民教育機関の体制構築および組
織設計を中心にして」，韓国民主市民教育学会，
２００６年，参照。

４６） シム・イッソプ著「韓国民主市民教育の基本
論理」『韓国民主市民教育論』，エムエド，２００４
年，p.２３参照。

４７） 国民精神教育は支配体制に服従する人間の養
成，受動的人間の育成を中心としたものである
が，民主市民教育は自発性を強調する自律的人
間の養成，能動的人間の育成を中心としたもの
である。

４８） １９９０年に民主市民教育の重要性を認識した学
者たちにより，学問的組織化の必要性が提起さ
れ，「韓国未来研究学会」の主管で民主市民教
育のセミナーが開催された。１９９４年に韓国民主
市民教育フォーラムが創設，また１９９５年には
「韓国民主市民教育学会」が創立され，民主市
民教育学会報の論文集を発行している。

４９） シン・ドチョル著「韓国民主市民教育の制度
化」『韓国民主市民教育論』，エムエド，２００４年，
参照。

５０） キム・チョルホン著『中高学生の民主市民意
識涵養のためのプログラムの試案的模索─民主
主義の手続き原理の生活化を中心にして─』，
統一問題研究所論集，第１１集，１９９６年，p.１５９-
１９８，p.１６０参照。

５１） 前掲，p.１９６参照。
５２） 前掲，p.１２２参照。
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５３） １９９４年に韓国政治学会，韓国経済学会，韓国
公法学会，国民倫理学会，韓国教育学会と社会
教育課学会など全国的学会協議会の会員によっ
て構成され創設した。

５４） チョン・チャンファ著，p.６６-６７参照。
５５） ホ・ヨンシク著「民主市民教育の方法論的方

案」『韓国民主市民教育学会会報』，韓国民主市
民教育学会，第１０号，２００５年，p.３８‐４３参照。

５６） Forsythe,DavidP.1993.HumanRightsand

Peace:InternationalandNationalDimensions,

Buckingham:OpenUniv.Press,pp.１６７参照。
５７） キル・ウンベ著「外国民主市民教育の統一教

育的含意」『市民政治学会報』，市民政治学会，
第６巻２００３年，p.２５３-２５４。

５８） 国家人権委員会の学校教育チーム長である
「キム・チョルホン」へのインタビュー。
（２００７/０８/３０，１５:００-１７:００）

５９） この法律案は，第１条（目的）第２条（定義）
第３条（人権教育の基本原則）第４条（人権教
育を受ける権利）第５条（国家及び地方自治体
の責務）第６条（他の法律との関係）第７条
（人権教育総合計画の樹立）第８条（中央行政
機関長などの施行計画の樹立）第９条（公共機
関の協調）第１０条（人権教育委員会）第１１条
（人権教育協議会の設置・構成）第１２条（人権
教育など）第１３条（人権教育の履行結果と確
認）第１４条（人権教育の促進支援など）によっ
て構成されている。

６０） 国家人権委員会編『教師のための学校人権教
育の理解』，国家人権委員会，２００４年，p.１３７参
照。

６１） 例えば，国家機関の中には，国会議定研修院
（法案作り担当），国政広報部（公明選挙キャン
ペイン担当），統一教育院（統一教育と民主市
民教育担当），韓国教育開発院（政治教育のプ
ログラム放送担当），中央選挙管理委員会の選
挙研修院（選挙関連の政治教育担当）などが設
けられ，民主市民教育の一翼を担っている。ま
た，市民団体が推進している民主市民教育は多
彩であるが，主な推進団体としては，経済実践
連合会，韓国YMCA全国連盟，参与連帯，青年
アカデミー，緑色環境連合，環境運動連合など



がある。
６２） シム・イッソプ著，p.２４参照。
６３） シン・ドチョル著，p.１２０-１２１参照。
６４） チョン・チャンファ著，p.６９-７０，p.８１-８２参

照。
６５） 北朝鮮社会の問題を批判する場合，同時に同

じ基準で国の社会も批判するべきである。再び
戦争という直接的暴力が起こらないようにする
ためには，まず，韓国に存在している構造的暴
力・文化的暴力を取り除く必要がある。つま
り，韓国内における葛藤の社会構造的問題を解
決すべきである。例えば，敵対的関係が含む二
分法的な意識，反共意識の下に形成されたイデ
オロギー的な「パルゲンイ（アカ）」という言葉
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が含んでいる暴力性を認識すべきである。
６６） 例えば，朝鮮半島は休戦協定中であるため，

いつ戦争が起こるかわからない不安定な状態で
あり，周辺海上と３８度線周辺において軍事的衝
突の問題が度々起きている。

６７） 本論文は，韓国における平和教育について論
じたものであるが，日本においてはこの分野に
関する先行研究ならびに韓国の平和教育に関す
る専門的な研究者が全くいない状況である。本
論文の読者の方々の忌憚ないご意見や評価を頂
けると幸いである。

（以上に挙げた文献・資料の殆どは韓国語原文であ
る）



韓国における平和教育の現状と課題（金 惠玉） 89

Abstract:SouthKoreaholdshistoricalpainoverthedivisionofnorthandsouth,andthe
contradictionsanddifficultiesinherentinpoliticsandsociety.Thishasbroughtaboutvariousnon-

peacefulphenomena,suchasdirectviolenceandindirectviolence(structuralviolence/cultural

violence).Underthesecircumstances,theauthorwasabletogoaheadwithresearchactivities

whileexaminingwhatgenuinepeaceandpeaceeducationisappropriateinSouthKorea.

ThepurposeofthispaperistoshowthechallengesofpeaceeducationinSouthKoreathrough

anexaminationofcasestudiesofunificationeducation,humanrightseducationanddemocratic

civiceducation.Furthermore,thispaperconsidersthecurrentstateandissuesofpeaceeducation

inSouthKorea.ItalsodiscussestheeducationcontentsandorientationthatSouthKoreanpeace

educationshouldhave.

Asaresult,theauthorcametorecognizetheimportanceofpeaceeducationandwasconvinced

throughexperienceintheeducationalfieldthatthenatureofeducationhasasignificanteffecton

humanlife.

Keywords:peaceeducation,humanrightseducation,democraticciviceducation,unification
educationofpeacefulintention,nationalhumanrightscommissionofKorea,peace

capacity,conflictresolution,criticalthinking,non-violence.
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